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事実の概要

　平成 27 年 1 月下旬頃からＹ（被告・被控訴人）
はＸ（原告・控訴人）との間で、Ｙの保有する複
数のゴルフ会員権（以下「本件各会員権」という。
その内訳はゴルフ会員権甲、乙、丙①②、丁である

（以下、個別に用いるときは「会員権○」と表記す
る））について、売却する交渉を開始した。Ｘは、
複数の専門雑誌による相場情報（ただし、預託金
別の相場情報は不記載）を調査し、各会員権の買
い取り価格を、会員権甲＝ 20 万円、会員権丁＝
0 円、会員権乙＝ 400 万円、会員権丙①②を各 5
万円とする見積書をＹに提示した。Ｙは平成 26
年 3 月末時点で、会員権乙の預託保証金 6,000 万
円に対して 5,285 万余りの貸倒引当金を設定して
おり、会員権乙の帳簿価格を 714 万円余りと評
価していた。Ｙの担当者の調査によっても会員権
乙の相場価格は 400 万円程度だと確認していた
ため、見積書所定の価格で各会員権を売却するこ
とにし、平成 27 年 2 月 3 日に、本件各会員権を
430 万円で売却する内容の「お取引確認書」に署
名押印した。Ｙの担当者は、Ｘに、同月中頃、譲
渡に関する各種書類を交付し、同年 3 月 26 日、
売買代金から手数料を控除した額がＹの口座に入
金された。
　Ｘは、入金の翌日Ａから会員権乙を 2,000 万円
で買い取る旨の申し込みを受けたが、乙が難色を
示したため、会員権乙の退会手続をとることにし
た。手続に際して、Ｘは会員権乙の預託金がいっ
たんＹの口座に入金される恐れがあることを説明
したが、Ｙ担当者からはＸの口座に直接入金され
るのが望ましい旨の返答を得ていた。しかし、退

会手続後、同年 6 月 1 日、6,000 万円の預託金が
Ｙの口座に入金された。
　Ｘは、Ｙが預託金を不当に利得したとして、
5,984 万 4,480 円（預託金額から未払会費を控除し
た額）及びこれに対する訴状送達日の翌日である
平成 27 年 8 月 6 日から支払済みまで商事法定利
率年 6 分の割合による遅延損害金を支払いを求
めて訴えた。これに対して、Ｙは、ＸＹ間の売買
契約の詐欺による取消、錯誤無効などを主張して
争った。
　原審（大阪地判平 28・11・29 判例集未登載）は、
Ｘの欺罔行為を否定し（詐欺の故意の不存在及びＸ
の行為とＹの動機錯誤との間の因果関係の不存在）、
Ｙの詐欺の主張を退けた。他方で、錯誤無効の主
張については、次の理由で肯定した。①会員権
乙の実質的価値（6,000 万円以上）を認識していれ
ば、Ｙは 430 万円で売却する意思表示をしなかっ
たであろうと考えられ、これは一般取引通念に照
らしても妥当だと認められること、②Ｙが実質的
価値より遥に安価で売却しないであろうことは長
年ゴルフ会員権事業に従事していたＸであれば当
然認識していたと言え、Ｙの動機は黙示に表示さ
れていたと評価できる。原審は、見積書が提示さ
れた時にＹは乙に預託金額を確認することによっ
て実質的価値を容易に把握できたとしてＹの重過
失を認定したが、共通錯誤の場合には表意者に重
過失があっても無効が主張できるとの理論（以下

「重過失規定排除論」という）を採用し、結局Ｙの
錯誤無効を認めている。これに対して、Ｘは、価
値の錯誤による損失は原則として表意者が負担す
べきこと、動機の表示がないこと、Ｘは動機錯誤
には陥っていないこと等を理由に控訴。
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判決の要旨

　控訴棄却。
　１　価値の錯誤について
　「Ｘは、自由な価格競争が許されている売買契
約の目的物の実質的価値について表意者が錯誤に
陥っていたとしても、それ自体は当該表意者のリ
スクであり、当該錯誤が詐欺行為に起因するか、
暴利行為の要件を満たすような場合は別として、
それだけでは要素の錯誤とはなり得ないと主張す
る。しかし、売買契約の目的物の実質的価値につ
いての錯誤は、等価性が著しく損なわれるときに
は、要素の錯誤に当たり得ると解するのが相当で
ある。」「本件各会員権の実質的価値は 6,000 万円
以上であったのに、本件各会員権の売買代金は
430 万円であり、両者の間には約 15 倍の乖離が
あったところ、営利企業であるＹが、実質的な価
値が 6,000 万円以上の本件各会員権を 430 万円で
売却することは極めて不自然であるから、Ｙに要
素の錯誤があったと認めるのが相当である。」（下
線筆者）
　２　動機の表示について
　「確かに、本件各会員権の売買に至る経過の中
で、ＸとＹとの間で 6,000 万円の預託金が話題に
なったことを認めるに足りる証拠はない。しかし、

（中略）、Ｙは、Ｘに対し本件各会員権を 430 万円
で売却するとの意思を表示したところ、Ｘは、そ
れまで長年にわたってゴルフ会員権の売買業に従
事していたのであるから、営利企業であるＹが実
質的価値の約 15 分の 1 の金額で本件各会員権を
売却することがあり得ないことは当然に認識して
いたというべきであり、そうとすれば、本件各会
員権の実質的価値を売買代金と同程度の 430 万
円であると認識していたとのＹの動機は、Ｘに対
し黙示的に表示されたと見ることができる。」（下
線筆者）
　３　共通動機錯誤について
　「共通の錯誤の場合には、取引の安全を図る必
要はなく、表意者であるＹの保護を優先してよい
から、民法 95 条ただし書は適用されず、表意者
に重大な過失があっても、錯誤無効を主張するこ
とができると解される。」と判示した上で、Ｘも
会員権乙の価値に関し 400 万円を著しく上回る
ものではないと誤信しており、Ｙと共通の動機錯
誤に陥っていたことを認めた。

判例の解説

　一　論点整理
　本判決で問題となる点は、価値の錯誤は 95 条
の要素の錯誤となるか、動機の黙示の表示、共通
動機錯誤の場合に 95 条ただし書の適用は排除さ
れるか、の 3 点である。なお、契約当事者が誰
であるかも争われているが、紙幅の都合上省略す
る。

　二　価値の錯誤
　一般に価値に関する錯誤は動機の錯誤とみられ
ている。ここでは差し当たり、価値錯誤を需給関
係によって絶えず影響を受ける市場価値に関す
る錯誤であると定義しておく１）。したがって、あ
る絵画の売買にあたりそれが価値のあるものだと
思ったが、実際は価値がなかったような場合は、
価値それ自体の錯誤ではなく、価値を形成する因
子に関する錯誤であり、性状錯誤とみるべきであ
る２）。
　価値錯誤について裁判所の立場は統一されてい
ない。まず、抵当目的物の価値をおよそ半値に誤
評価していた事案である判決①がある。同判決の
理屈に従えば、目的物の価値（価額）は動機であ
り、通常は意思表示の内容にならないが、表意者
がこれを意思表示の内容に加える意思を明示又は
黙示した場合には意思表示の内容となり、要素の
錯誤の判断の俎上に載る。本判決では、動機を意
思表示の内容にする意思の表示（以下「内容化意
思の表示」という）を要求している（内容化意思の
表示型）。他方で、判決②は、売買における代金
額の決定については、目的である財産権の客観的
な交換価値（相場価格）を標準とすることが普通
であり、相場の 3 倍ほどの金額を代金相当額だと
誤信した場合には、表意者が契約当時その相場価
格を知っていたならば、取引をしなかったという
べきであり、これは一般取引の通念に照らしても
合理的であるとして、要素の錯誤を認めている３）。
同判決は、動機の錯誤の処理ではなく、給付と反
対給付の不相当な不均衡（等価性の障害）を重視
し、形式的に意思と表示の因果関係（錯誤の要素性）
の判断を問題にしている。下級審では、判決⑦（第
三者による働きかけに基づく山林の価値誤評価）、判
決⑧（船舶の価値誤評価：ただし表意者の重過失認定）
等、単なる動機の表示を問題にするものがある。
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　以上のように、価値の錯誤に関する裁判所の判
断は、形式的には①内容化意思の表示型、②要素
性（等価性障害）重視型４）、③動機の表示型とい
う 3 つの類型に要約することができる。本判決は、
形式的には③に属するが、この要件は後述のよう
に本判決では到底機能しているとは言えず、実質
的には要素性（等価性障害）のみを重視している
と評価できる。

　三　動機の表示
　本件では、Ｘの専門家としての属性を考慮して、
Ｙの動機（本件会員権の実質的価値が 430 万円程度
だと認識していたこと）の黙示があると判断して
いる。
　一般に動機の表示は黙示でもよいとされる５）。
たとえば、自己に課税されることがないという動
機を、そのまま相手に伝えるのではなく、相手方
に課税がされることを気遣う発言等をすること等
によっても表示として認められる。明示と黙示の
違いは表示価値（意思表示としての価値）の量的な
差であるが、黙示の方が規範的評価が入り込みや
すいとされる６）。本判決は、①ＸはＹが実質的価
値の 1/15 の値段で会員権を売却するはずがない
こと（具体的な仮定的意思）を当然に認識してい
たから、②Ｙの動機が黙示に表示されていた旨判
示する。しかし、Ｘも実質的価値を把握していな
かったのだから、むしろＹの具体的な仮定的意思
など認識し得なかったというべきである。
　430 万円という価格で契約したことそのものを
Ｙの動機の黙示とみることも難しいと思われる。
確かに、真正の絵画だと誤信して贋作を真作と同
等の値段で売買する場合には動機の黙示を認定で
きるかもしれないが、本件では当事者の取引で達
成しようとした目的が 6,000 万円以上の価格で目
的物を売却するというものではない。そうであれ
ば単に売買価格に言及しただけでは足りず、やは
り、現実の実質的価値との等価性を特に重視する
言動があるとか、提示された価格に疑問を呈して
いるといった積極的行為がなければ、動機表示と
しての表示価値は低いと評価すべきだろう７）。
　ところで、動機錯誤において動機表示が必要と
される理由は通説によれば、相手方に錯誤無効に
よる不測の損害を被らせないためだとされてい
る８）。そうであるならば、相手方には表意者の動
機を認識した、あるいは認識可能であった場合に

は、表意者に確認する等の対処の機会が保障され
なければならないはずである。ところが、本件で
はＸもＹと同様の誤信を抱いていたのであり、Ｘ
が不測の損害を回避する機会は事実上存在しな
い。そうすると、共通動機錯誤の場合に動機の表
示は動機錯誤顧慮の要件としては意味のないもの
だと思われる９）。

　四　共通動機錯誤
　本判決は、共通動機錯誤の場合には 95 条ただ
し書が適用されないという重過失規定排除論を採
用している 10）。たとえば、判決⑩は、契約を有
効にして保護すべき利益が相手方にはないことを
理由に 95 条ただし書は適用されないと結論づけ
ている。学説でも重過失規定排除論をこの判決
とほぼ同様の理由づけで支持するものが多い 11）。
このように共通動機錯誤は一般に無効を導きやす
い要因とみなされている 12）。下級審ではこのこ
とを確認する判決がある。即ち、判決⑪は、共通
動機錯誤の場合には「契約当事者双方が共通して
その錯誤がなかったならばその意思表示をしな
かったであろうと考えられる」ため相手方を保
護する必要はないと立言する 13）。この意味では、
本判決の結論は、多くの学説や裁判例に倣うもの
である。しかし、重過失規定排除論には以下のよ
うな疑問がある。
　まず、この理論によれば、相手方には契約を維
持する利益がないとされる。しかし、本件のよう
に契約が維持されることで相手方は現実に利益を
有しているはずである。一方錯誤の場合、錯誤
無効の主張の有無は錯誤者に委ねられている 14）。
つまり不利益を被る錯誤者でさえ契約維持が認め
られ得るにもかかわらず 15）、共通動機錯誤の場
合の利益を受ける錯誤者にはなぜ認められないの
だろうか 16）。また、95 条ただし書は、重過失あ
る錯誤者から相手方を保護するための規定であ
る 17）。そうであるならば、共通動機錯誤の場合
には一方の錯誤者（Ａ）に重過失があり、他方の
錯誤者（Ｂ）には過失がないのだとしたら、むし
ろＡのような者こそ保護に値する理由はないとい
うべきである。さらに、判決⑪の理屈によれば、
当該錯誤がなければ当事者双方ともその意思表示
をしなかったであろうとされるが、利益を受ける
当事者にすれば、錯誤がなくても意思表示をした
はずである 18）。こう考えると重過失規定排除論
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は自明の理論ではない 19）。

　五　結語
　以上の検討からすれば、Ｙの錯誤の抗弁を認め
るべきではない。本判決は、一見動機表示構成を
採用しているが、実質的には等価性の著しい障害
のみで錯誤無効を認めている。しかし、この考え
方は自律的な意思を問題にする錯誤規定とは相い
れないと思われる 20）。また、本判決が採用する
重過失規定排除論の根拠も不明確である。95 条
を離れて、当事者双方が確実視していた事情が後
に誤りだと明らかになる場合に不利益をどちらが
負担すべきかという視点で本件をみたとしても、
重過失によって情報の収集に失敗したＹとかかる
落ち度がみられないＸとでは、Ｙに不利益を帰せ
しめるのが妥当であるように思われる。

●――引用判決
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１）ドイツ法の考え方（Münchener Kommentar zum BGB, 

Bd.1, 7. Aufl., 2015, §119, Rn.131 [Armbürster]. など）を
参照した。

２）森田宏樹「『合意の瑕疵』の構造とその拡張理論 (1)」
NBL482 号（1991 年）27 頁参照。ドイツでも価値の錯
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味では、判決③のいう目的物件の価値の錯誤は性状錯誤
と解するべきであろう。

３）他にも最上級審判決としては、価値の錯誤が 95 条の
錯誤に該当し得ることを示した判決④がある。なお、差
戻審（判決⑤）では相手方の関係者からの働きかけによっ
て表意者が目的物の実質的な価値に関して錯誤に陥って
いたこと（純資産 10 億の会社の全株式を 2 億と評価）
を理由に無効を肯定している。判決⑥も単に株式の価値
に関して錯誤に陥っていたこと（最低でも 8,400 万円程
度の価値のある株式を 700 万円で売却）のみを理由に無
効を認めているように評価できる。

４）学説でも、等価性の障害を要素の錯誤の実質的考慮要
因だとみるものがある（川島武宜＝平井宣雄編『新版注

釈民法 (3)　総則 (3)』（有斐閣、2003 年）425 頁［川井健］
など）。

５）判決⑨など。学説もこれを支持する。
６）堀川信一「日本法における錯誤論の展開とその課題

（二）」大東 25 巻 2 号（2016 年）204 頁。なお、我妻に
よれば、動機の表示とは事実行為ではなく意思表示と
いうことになる（我妻栄『新訂民法総則』（岩波書店、
1965 年）239 頁）。

７）たとえば、判決⑦では表意者は目的物の価値に不安を
抱いていたが相手方の説得により売買に応じている。判
決⑧では表意者は目的物が高く売れないことを確認して
いる。

８）我妻・前掲注６）297 頁。
９）判決⑪は、動機表示を要件とすると実際に無効が認め

られる事案が想定できないとの理由で共通動機錯誤にお
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